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承認日 バージョン 改訂の説明

2023年3月 1.01 初版 

サプライヤー行動規範と社会的責任

2023年10月 2.0 サプライヤー・サステナビリティ行動規範 (SSCOC) に名称変更

本SSCOCの内容は、サステナビリティに関する追加のトピックを網羅し、実施と監
視に関する期待を明確化するために、再編成され拡大されました。バージョン2.0に
追加された新しいセクションは次のとおりです。

• ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン
• 地域コミュニティ 
• 機密情報および知的財産
• プライバシー、情報セキュリティ、テクノロジー
• マネジメントシステム
• 懸念事項の報告
• トレーニング

改訂履歴
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顧客には以下の企業が含まれます。
グリーンメタルズカナダ株式会社
Maple Automotive Corporation
豊田通商カナダ株式会社

はじめに

本サプライヤー・サステナビリティ行動規範は2023年10月に発効され、以下の「顧客」ボックスに記載され
ている各企業（総称して「顧客」という）により採択され、すべての商品のサプライヤーおよびサービスプロバ
イダー、ならびにその下位層の直接および間接サプライヤーおよびサービスプロバイダー（総称して「サプ
ライヤー」という）、その従業員、請負業者、下請業者（総称して「労働者」という）に適用されるものとします。

サプライヤーには以下が含まれます (ただし、これらに
限定されません)。
代理店および仲介業者
販売業者
ライセンサーとライセンシー
原材料、その他の商品およびサービスを顧客に対し、
顧客のために、あるいは顧客に代わって提供する当
事者
生産者、製造業者、生産者、精製業者、金属および鉱
業会社
機器サプライヤー
ベンダーと下請業者
下位層の直接サプライヤーと間接サプライヤー

労働者には以下が含まれます。
サプライヤーの従業員
サプライヤーの請負業者 
サプライヤーの下請業者
サプライヤーの臨時労働者

商品やサービス
を提供
している企業
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compliance@ttci.ca 

サプライヤーとして、皆様の会社は上記に挙げられている顧客と取引を行い以下のことを約束します。

 国内外を問わない、ビジネスのあらゆる側面における卓越性とサービスの基準
 すべての業務における倫理的かつ責任ある行動
 すべての個人の権利の尊重
 環境への配慮

顧客（本書では「当社」、「当社の」「当社が」と言うこともあります）は、すべてのサプライヤーとその労働者にこのような同
じコミットメントを共有することを期待しています。このようなコミットメントは、私たちのビジネスの絶対的な前提条件
である品質を定義する上で重要な役割を果たします。私たちはすべてのサプライヤーに、その製品とサービス、またその
行動と関係において、卓越した品質に専念することを期待します。

本サプライヤー・サステナビリティ行動規範（SSCOC）は、社会、倫理、環境課題の責任ある管理に対するサプライヤーの
義務を定めています。サプライヤーには、本SSCOCを遵守し、その活動の性質と規模、供給する商品、実施するサービス
に適した方法で、その要件を実施することが期待されています。

材料、部品、完成品を調達または製造する国には異なる法律制度があることを認識
していますが、当社のSSCOCは、すべてのサプライヤーに求められている特定の基
本的な最低要件を定めています。 適用される地域の法律がサプライヤーにより緩や
かな義務を課す場合は、サプライヤーは本SSCOCの基準を遵守することが期待され
ています。適用される地域の法律がサプライヤーにより大きな義務を課す場合は、
サプライヤーはかかる法律および規制に従わなければなりません。

続く

懸念事項の報告  
サプライヤーは、SSCOC違反を誠実に報告した者、あるいは政府執行機関が実施する調査、手続き、または聴聞会に何ら
かの方法で苦情を申し立てる、証言する、支援する、参加する者に対する報復を禁止しなければなりません。

サプライヤーは、違法または非倫理的行為、あるいは本SSCOCの違反があった場合、速やかにcompliance@ttci.ca宛て
に電子メールにより内密に報告するものとします。サプライヤーはまた、これらの連絡先情報を定期的に奨励し、サプラ
イヤーの組織内、およびサプライヤーに代わり業務を行う請負業者または下請業者が、永続的に利用できるようにする
ものとします。 

サプライヤーは、本文書に関
する質問や懸念は、顧客の購
買マネージャーに連絡してく
ださい。
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豊田通商グループの一員として、顧客は豊田通商グループ人権方針（TTGHRP）の対象になります。顧客
は、人権の保護と促進を目的とする国際原則を尊重し支持します。このSSCOCの要件は、TTGHRP、および
国際労働機関（ILO）労働における基本的原則および権利に関する宣言に一致しています。顧客は、すべて
のサプライヤーがこれらの要件を満たすために適切な措置を講じることを期待します。 

非自発的労働と強制労働

サプライヤーは、強制労働と奴隷制の廃止に関するILOの条約に定められた、基本
的な労働基準を尊重するものとします。

サプライヤーはいかなる形態の強制労働も行わないものとします。これには、刑務
所労働、拘束労働、年季奉公労働、奴隷労働、および/または人身売買から派生した
労働が含まれます。時間外労働を含むすべての仕事は任意でなければなりません。
すべての労働者は、妥当な制限を条件として、自由に職場に出入りができるものと
し、妥当な通知をもって雇用またはサービスを終了することができるものとします。
労働者は、雇用またはサービスの条件として、政府発行の身分証明書、パスポート、
または労働許可証の引き渡しを義務付けられるものではありません。

サプライヤーは、労働者を派遣する第三者労働機関が、本SSCOCの規定、あるいは
派遣国および受入国の法律のいずれのうち、労働者保護においてより厳しい方の規
定を遵守することを保証するものとします。

サプライヤーは、直接労働者および契約労働者の両者の契約において、労働者が理
解する言語で雇用またはサービスの条件が明確に伝えられていることを確認しなけ
ればなりません。

サプライヤーは、すべての採用手数料および経費を支払う責任を負うものとし、かか
る費用を労働者に譲渡しないものとします。かかる手数料および費用には、直接労働者と契約労働者の両者の採用、処
理、配置に関連する費用が含まれますが、これらに限定されません。食費、住宅費、およびその他の費用に対するサプラ
イヤーの請求はすべて、妥当かつ明確に文書化されているものとします。 

児童労働

サプライヤーは、児童労働の廃止に関するILOの条約に定められた基本的な労働基準を尊重し、あらゆる形態の児童労
働に反対するものとします。サプライヤーは、適用法または規制により15歳未満の児童の労働が許可されている場合で
あっても、雇用を管轄する管轄区域において、就労可能な法定年齢に満たない者、およびいかなる場合も15歳未満の者
を雇用またはその他の方法で保持しないものとします。

「児童」という用語は、15歳未満、義務教育を修了する年齢未満、または当該国の最低就労年齢以下のいずれか高い方
の年齢未満の者を指します。18歳未満の労働者は、夜勤や時間外労働を含め、健康や安全を脅かす可能性のある業務を
行ってはなりません。

職業訓練プログラムおよび実習は、関連管轄区域の適用法ならびに規制で認められている範囲内でのみ許可され、ILO
の条約と合致する範囲でのみ許可されます。

サプライヤーは、労働者の年齢を確認するための適切なメカニズムを実施するものとします。

ILOの強制労働指標には、脆
弱性の乱用、欺瞞、移動の制
限、隔離、身体的および性的
暴力、威嚇と脅迫、身分証明
書の保持、賃金の指し控え、債
務の束縛、虐待的な労働条件
や生活条件、過度の時間外労
働などが含まれますが、これら
に限定されません。

https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_203832/lang--en/index.htm
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労働時間と報酬 

サプライヤーは、最低賃金、時間外労働時間、法的に義務付けられている福利厚生に関する法律を含め、最低限、適用さ
れる賃金法を遵守するものとします。サプライヤーは、適時に労働者に支払いを行い、かかる支払いを体系的かつ意図
的に差し控えないものとします。

サプライヤーは、労働時間が現地法で定められた上限を超えないようにするものと
します。また、1週間の労働時間は、特別な場合を除き、時間外労働時間を含め週60
時間を超えてはなりません。時間外労働はすべて任意であるとします。労働者には、7
日ごとに最低1日の休日が与えられるものとします。 

特別な状況（緊急事態を含むが、予想される生産要件のピークは含まない）におい
て、サプライヤーの従業員がこの時間を超過する可能性がある場合、いかなる場合
も労働時間が過剰であってはなりません。

サプライヤーは、時間外労働時間に対し、法的に義務付けられている割増率で、ある
いは法的または契約上の割増率が規定されていない場合は、通常の時給よりも高
い適切な率で労働者に補償します。

サプライヤーは、賃金からの控除を懲戒処分として使用してはなりません。労働者は適時に支払いを受ける必要があり、
また各サプライヤーは支払いの根拠を労働者に明確に伝える必要があります。 

差別禁止とハラスメント禁止  

サプライヤーは、職場または職務における差別からの保護に関するILO条約に定められた基本的な労働基準を尊重し、
ハラスメントや違法な差別のない職場を約束するものとします。サプライヤーは、人種、肌の色、宗教、年齢、国籍、社会的
または民族的出身、性的指向、性自認または性的表現、政治的所属、障害、妊娠、対象となる退役軍人の資格、組合への加
入、婚姻状況、または家族の責任に基づく差別やハラスメント（身体的虐待、セクシャルハラスメント、脅迫、威嚇、言葉に
よるハラスメント、心理的ハラスメントを含む）を、採用、雇用維持、賃金、昇進、報酬、トレーニングへの参加などの雇用慣
行において行ってはなりません。

サプライヤーは、屈辱的または危険な作業、または差別的な方法で使用される可能性のある妊娠検査や身体検査を含む
医療検査を、労働者に課さないものとします。

続く

1週間の労働時間は、特別な
場合を除き、時間外労働時間
を含めて週60時間を超えては
なりません。

サプライヤーは、身体的虐待、セクシャルハラスメント、脅迫、威嚇、口頭または心理的ハラスメントのない職場を維持するものとし
ます。サプライヤーは、雇用、雇用定着、雇用慣行において、人種、肌の色、宗教、年齢、国籍、社会的または民族的出身、性的指向、
性自認または性的表現、政治的所属、障害、妊娠、対象となる退役軍人の資格、組合への加入、婚姻状況、または家族の責任に基
づいて差別してはなりません。
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ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン

サプライヤーは、すべての労働者の尊厳を尊重し、多様性に富む労働環境の恩恵を受け入れ、維持するよう努め、顧客に
一流の価値をもたらす多様な供給ネットワークの開発、維持、拡大を目指すことにより、ダイバーシティを尊重し、エクイテ
ィとインクルージョンの実践と方針を推進するものとします。

結社の自由  

サプライヤーは、地域の法律およびILOの条約に従い、労働者が自由に結社、団結、団体交渉を行う権利を尊重するもの
とします。顧客は、建設的な業務関係を構築し、あらゆる問題の解決のために、そのサプライヤーに対し労使間の対話の
奨励を期待します。

健康と安全  

サプライヤーは、訪問者と労働者に安全で健康的な職場を提供し、維持することを約束するものとします。サプライヤー
は以下のことを行うものとします。

適用されるすべての労働安全衛生法および規制、ならびに顧客ポリシーを遵守してください。

 • 最低限、継続的な改善（カイゼン）、安全委員会への従業員の参加、リスクと危険の特定と評価、労働者が衛生と安全
に関する情報にアクセスするための適切な通信手段を提供し、事故の記録管理、調査、是正措置に取り組むための
手順を含む、効果的な労働安全衛生管理システムを開発し、維持する。

 • 労働者の宿泊施設を含む施設とアメニティが安全で衛生的であり、労働者の基本的なニーズを満たすことができる
ことを確認する。

 • 事業所内での違法薬物の使用、所持、流通、販売を禁止する。

地域コミュニティ

顧客は、事業を行う地域の地域コミュニティの権利と生活様式の保護に取り組んでおり、サプライヤーに対し、労働およ
び雇用慣行において、地域コミュニティの権利と生活様式の保護を求めています。さらに、サプライヤーは、地域社会レ
ベルで社会的課題を特定し、このような課題に対処するための活動に従事するよう努めるものとします。

続く
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環境保護  

顧客は、豊田通商グループの一員として、環境サステナビリティ・コミットメントを含む豊田通商グループ環境方針の対象
となります。サプライヤーは、カーボンニュートラル、ウォーター・スチュワードシップ、生物多様性の保護、持続可能な資
材管理などを含む、商品やサービスの提供および事業全般において、環境サステナビリティ・コミットメント の達成に努
めることが期待されています。

サプライヤーは以下のことを行うものとします。

 • 適用されるすべての地域および国の環境法と規制、国際基準、顧客要件、および事業契約に定められたその他の要
件を遵守し、法律が明確ではない、あるいは施行されていない国では、環境への影響を管理するための妥当な慣行
が実施されていることを確認する。

 • リスクの特定、パフォーマンスの測定と監視、環境への影響を最小限に抑えるための継続的な改善の推進を支援す
る、効果的な環境管理システムを開発および維持する。

 • 固形廃棄物や有害廃棄物の流出、廃水の排出、エネルギー損失など、あらゆる種類の廃棄物を防止または排除して
汚染を防止し、環境への害や劣化を軽減または排除する技術やプロセスを促進する。

 • GHGプロトコル:企業会計および報告基準に概説されている会計原則に従って、スコープ1，2、3、の温室効果ガス
(GHG)排出量データを追跡する。また顧客の要求に応じて、豊田通商グループのカーボンニュートラル目標に沿っ
て、温室効果ガス排出量を削減する計画を策定し提供する。

続く

ONE TEAM, ONE PLANET 

豊田通商アメリカは、一致団結して課題に取り組みます。1つ
の地球を守ることを目標に、私たちが1つのチームとして協
力するとき、私たちは変化の手段になります。

今日、私たちは二酸化炭素排出量を削減し、業務効率を向上
させ、環境を保護する、より持続可能な事業活動とプログラ
ムを考案しています。2050年までにカーボンニュートラルを
目指す中で、私たちは一丸となり、当社と私たちが故郷と呼
ぶコミュニティのために、より良い、より強い明日を確かにし
ています。

One Team
One Planet
Forward Together

豊田通商環境サステナビリティ

https://www.taiamerica.com/wp-content/uploads/2022/09/75421-TAI-Environmental-Commitment-Document-Web.pdf
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顧客は、最高水準のビジネス倫理に従い、すべての適用法を遵守して事業を行うことを約束します。サプラ
イヤーにも同じことを期待しています。

法令遵守  

サプライヤーは、商品の製造、価格設定、販売、流通に関するものを含むがこれらに限定されない、適用法および規制を
遵守するものとします。本SSCOC内で参照されている「適用法および規制」には、地域および国の法令、法律、規則、規制、
ならびに該当する条約および自主的な業界標準が含まれます。

サプライヤーは、米国（U.S.）政府によって認可されていない国際的なボイコットに参加してはなりません。 サプライヤー
は、適用される司法管轄区域の法律または規制により、かかる参加が義務付けられていると考える場合には、両当事者が
取るべき適切な措置について話し合いができるよう、顧客に書面で通知するものとします。

サプライヤーは、本SSCOCに従って顧客に製品またはサービスを提供する能力に影響を与える可能性のある措置、調査
メカニズム、または法的手続きについて、速やかに顧客に書面で通知するものとします。

腐敗防止

サプライヤーは、サプライヤーが事業を行い、顧客に商品やサービスを提供する管轄区域を管轄する、腐敗防止および
マネーロンダリング防止に関する法律、あるいは顧客が対象となる管轄区域により禁止されるであろう法令を完全に遵
守して事業を行うものとします。サプライヤーは、便宜を図ってもらうための支払いを含め、サプライヤー組織内における
いかなる形態の贈収賄や腐敗も一切容認しない方針を定め、実施するものとし、その方針とその要件の遵守方法を労働
者に周知させることを徹底させます。

サプライヤーは、公務員との関係を含むがこれに限定されない、賄賂（金銭的またはその他の方法による）を贈与、約束、
受領、または要求をしてはなりません。

サプライヤーは、支払いがテロ行為を含む違法行為の支援に使用されないように適切な措置を講じるものとします。

独占禁止 

サプライヤーは、事業を行う管轄区域を管轄する独占禁止法および公正競争規約を完全に遵守して事業を行うものとし
ます。
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責任ある鉱物調達   

サプライヤーは、顧客への商品およびサービスの提供において、適用法および規制
により定められている紛争鉱物を使用してはなりません。サプライヤーは、製造する
製品に含まれるタンタル、スズ、タングステン、金、コバルトの原産地と流通経路に
関する方針を採用し、デューデリジェンスを実施して、それらが経済協力開発機構
(OECD)の「紛争地域、および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーン
のためのガイダンス」、または同等の認知されているデューデリジェンスの枠組みに
合致する方法により調達されていることを妥当に保証するものとします。サプライヤ
ーは、紛争鉱物の使用禁止を謳う適切な文言を供給契約に含め、顧客からの要求に
応じて、自社の商品またはサービスが準拠していることを証明する文書を提供する
ものとします。

機密情報および知的財産

サプライヤーは、自らの機密情報の保護する場合と同程度の注意を払い、いかなる
場合でも妥当な注意を下回ることなく、顧客の機密情報を含む顧客データの機密
性、完全性、可用性を保護するものとします。

サプライヤーは、他者の知的財産(特許、意匠、商標、著作権、企業秘密など)を侵害し
ないものとし、かかる知的財産をライセンスなく使用しないものとします。

サプライヤーは、かかる知的財産を侵害または不正流用から常に保護するものとし
ます。

続く

OECDにより説明され、適用法
および規制に組み込まれてい
る紛争鉱物には、一般的にタン
タル、スズ、タングステン、金、コ
バルトが含まれます。

知的財産には、特許、意匠、商
標、著作権、企業秘密が含ま
れます。
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プライバシー、情報セキュリティ、テクノロジー

顧客は、個人のプライバシーと情報セキュリティを尊重し、適用されるプライバシー法に準拠して、その顧客、サプライヤー、 
およびその他の取引先の個人情報（適用されるプライバシー法で定義されている「個人情報」）の保護に努めています。

サプライヤーは、消費者、サプライチェーン内の他の企業、顧客の顧客、および労働者に関するかかる情報を含め、すべ
ての機密情報、ならびに顧客から受け取る、または顧客に代わって処理する個人情報のセキュリティとプライバシーの確
保に必要なすべての適切な技術的および組織的措置を講じるものとします。サプライヤーは、個人情報が収集、保存、処
理、送信、共有される際に、適用されるすべてのプライバシー保護法、データ保護法、および規制要件を遵守するものとし
ます。適用されるプライバシー法の意味において、サプライヤーは、顧客は「企業」であり、サプライヤーは「事業目的」の
ための「個人情報」の作成、収集、保存、処理、送信、共有に関して、顧客の「サービスプロバイダー」または「データ処理者」
として顧客に代わってのみ行動することを認め、同意します。 サプライヤーは、個人情報を決して販売しないことを表明
し、保証します。

サプライヤーは、適切な書面による方針、手順、およびリスク評価を含む書面による情報セキュリティプログラムを実施
し、維持するものとします。 サプライヤーは、顧客データ、顧客の機密情報および個人情報を、不正アクセス、取得、開示、
破壊、改ざん、不慮の損失、誤用、または損害から保護するために必要な、あらゆる管理的、物理的、技術的な安全策を、

続く
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認められている業界慣行を下回らない厳密性で、さもなければ、適用法で義務付けられているとおり、実施するものとし
ます。サプライヤーは、個人情報が作成、収集、アクセス、受信、処理、使用、保管、廃棄、開示される方法を含め、すべての
かかる安全策が、適用されるプライバシー法およびデータ保護法に準拠していることを確認するものとします。

両当事者は、人工知能（「AI」）がテクノロジー全体にわたって不可欠であり、広く使用されているツールであることを認識
しています。AIの能力と使用が増え、進歩し続ける中、サプライヤーは、説明責任を促進しながら、AIの使用が透明で、説
明可能であり、公正で、経験的に健全であることを保証することに尽力するものとします。サプライヤーは、現在業界で認
められている慣行を遵守し、サプライヤーが自らの製品やサービスにおけるAIの使用に合理的な十分な注意、透明性、通
知を取り入れ、すべての適用法、規制、ベストプラクティスを遵守することを保証することにより、顧客が責任を持ってAIを
使用する努力を支援するものとします。サプライヤーは、特にサプライヤーのサービスまたは成果物が、顧客の顧客また
は従業員に提示される範囲で、あらゆるAIの使用を顧客に開示するものとします。

顧客は、製品やサービスが個人情報に影響を与えたり、顧客データの機密性、完全性、可用性に重大な影響を及ぼした
り、AIの使用を含めたりするサプライヤーに対して、プライバシー、情報セキュリティ、および/またはAIデューディリジェン
スのレビューを実施することができます。

 私たちのプライバシーポリシーと慣行
について、明確で透明な声明を発表し
てください

私たちの方針と通知において定めら
れた、プライバシーに関する約束を
実施し、遵守する

コンプライアンスと説明責任を
準備し明示できること

TAIのプライバシーのモットー
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サプライヤーは、本SSCOCの継続的な遵守状況を監視し、違反があった場合は遅滞なく是正することが求
められます。

マネジメントシステム  

サプライヤーは、本SSCOCに定められた要件を満たすための明確な目標とプロセスを確立するものとします。サプライヤ
ーは、サプライヤーの業務規模と性質に適した、適切なマネジメントシステムの導入、効果的なリスクマネジメント、適切
かつ十分なリソースの配分を通じて、自らのコミットメントとコンプライアンスを強化、維持、実証するものとします。サプ
ライヤーは、本SSCOCの内容に確実に合致する対策を策定し、実施するにあたり、継続的な改善の文化を持ち、またはそ
れに向けて取り組むものとします。サプライヤーはまた、これらの要件に違反した場合に備えて、適切な是正メカニズム
を導入するものとします。

出版物    

サプライヤーは、本SSCOCの規定が労働者に確実に伝達されるように適切な措置を講じるものとする。これには、いつで
も労働者が容易にアクセスできる場所に本SSCOCのコピーを目立つように掲示すること、および本SSCOCを現地の言語
に翻訳することが含まれます。

モニタリングとコンプライアンス    

サプライヤーは、適用法および契約条件に従い、SSCOCに準拠していることを証明する文書の維持が期待されています。

サプライヤーは、自らの労働者、および顧客にサービスを提供する、あるいは顧客に販売される商品に使用される材料、
部品、もしくは製品を製造するサプライチェーン内のその他の企業が、本SSCOCに準拠することを保証する主な責任を負
います。

サプライヤーは、顧客の要求に応じて、本SSCOCへの遵守を実践することが期待されます。顧客は、予告または非予告を
問わず、顧客による、あるいは顧客と契約または取り引きを行ういかなる代理店によるものかを問わず、現地への訪問お
よび検査を通じて、これに限定されることなく、本SSCOCへの準拠を確認する権利を留保します。

サプライヤーが本SSCOCのいずれかの側面へ準拠しなかった場合、顧客に違反通知が即座に提供されるものとします。
サプライヤーは、本SSCOCの違反に対処するために、直ちに是正措置を講じることが求められます。SSCOCに違反した場
合、顧客はサプライヤーとの契約を終了する権利を留保します。

トレーニング  

すべてのサプライヤーは、顧客のSSCOC要件を満たすサプライヤーの責任を、労働者が確実に果たすことができるよう
に、適切なレベルの知識、スキル、および能力を習得するために、労働者を教育するものとします。かかるトレーニングプ
ログラムでは、最低限、本SSCOCのトピックを取り上げるべきです。サプライヤーは、顧客の要求に応じて、顧客またはサ
プライヤーに適用される報告要件を満たすために、かかるトレーニングの記録およびその他の情報を顧客に提供するも
のとします。
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付録 I:サプライヤーのデューデリジェンス — 強制労働防止

A.背景

顧客は、サプライヤー、および顧客が材料や製品を調達または購入し、製造、栽培、採掘、製錬を行う国の精査に尽力して
います。この取り組みの目的は次のとおりです。

 1) リソースを効果的に集中させる。

 2)  顧客主導の製品と独立調達の製品の両方について、サプライチェーンをより適切に管理する。

 3)  それらの製品の生産者とその構成材料を特定する。

B.サプライヤーのデューデリジェンスの強化 

顧客は、強制労働によって全体または一部が製造されるリスクがより高い製品、または製品インプットを調達するサプラ
イヤーに対して、強化されたデューデリジェンスを実施します。顧客は、以下の要因に基づいて強制労働のリスクを評価し
ます。

 • サプライヤーの所在地（下位層の直接および間接サプライヤーを含む）。特定の国や地域では、製造サプライチェー
ンにおいて強制労働が行われるリスクがより高くなっている。これらの地域に所在するサプライヤーは、顧客の裁量
により、強化された強制労働防止デューデリジェンスの対象となる場合がある。

  o  サプライヤーの参考になるように、顧客は供給される製品やその他の要因により、製造サプライチェーンに
おいて強制労働を行うより高いリスクのある国を特定している、リスクのより高い調達国のリストを作成しま
した。現在のリスクのより高い調達国のリストは、以下の付録IAに記載されています。本付録の情報は、信頼
できる非政府組織（NGO）、および世界奴隷制指数を含む強制労働リスクを詳述したその他の資料に基づ
いています。

 o  リスクのより高い調達国に所在するサプライヤー（直接または間接の下位層サプライヤーを含む）は、強化
されたデューデリジェンス手続きの対象となる場合があります。サプライヤーの事業拠点が、記載されてい
る国のいずれかに所在している場合であっても、サプライヤーは自動的に強化されたデューデリジェンスの
対象にはならないことにご注意ください。同様に、サプライヤーがリストに含まれていない他の国に所在す
る場合であっても、供給される製品やその他の要因に基づいて、強化されたデューデリジェンスの対象とな
る場合があります。顧客は、新しい情報を入手し次第、リスクのより高い調達国のリストを定期的に更新する
ことができます。

 • 製品タイプ特定の製品および製品インプットは、強制労働により製造されるリスクがより高く、これらの製品のサプラ
イヤーは、強化された強制労働防止デューデリジェンスの実施を求められる場合がある。このようなより高いリスク
のある製品は、強化されたデューデリジェンス手続きの対象となる場合がある。リスクのより高い製品のリストは、付
録IBに記載されている。このリストは、補足更新が必要な重要実施事項が生じる場合を除き、毎年更新される。

 • 強制労働の申し立てまたは証拠顧客が信頼できる申し立てについて知ったり、サプライヤーの施設やサプライチェ
ーンにおける強制労働の証拠を入手した場合、サプライヤーは強化されたデューデリジェンスを受けるように求め
られる場合がある。

 • サプライヤーは、顧客に供給される製品（または製品インプット）のサプライチェーン全体に及び、強制労働が存在す
るという信頼できる申し立て、または証拠を認識した場合、顧客に通知する義務がある。この責任は、あらゆるサプラ
イヤーの下請業者に関するデューデリジェンスにも及ぶ。

上記要因に基づいて、当社のデューデリジェンスおよびリスクに基づく調達決定を通知することで、顧客は、サプライチェ
ーンをより良く管理するためにリソースを効果的に集中させることができます。

https://www.walkfree.org/global-slavery-index/
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C.責任ある調達に関するサプライヤーへの追加ガイダンス

強制労働および責任ある調達に関する詳細情報をサプライヤーに提供する上で役立つ、公的に利用可能なリソースが
以下にいくつか示されています。

 • 国際労働機関、強制労働に関するグローバル・ビジネス・ネットワーク

 • 国際労働機関、強制労働の指標

 • 国際労働機関、国際労働基準

 • 責任ある企業同盟、責任ある労働イニシアチブ

さらに、顧客はILOと国際金融公社（IFC）のベターワーク・プログラムを支援しており、サプライヤーの一部はベターワー
ク・カントリー・プログラムに参加しています。ベターワークは、特定の国の工場に評価および能力開発サービスを提供す
るプログラムです。ILOおよびIFCは、政府、雇用主、労働者の各国の利害関係者との協議を含む独自の基準を用い、ベタ
ーワークの活動拠点を自主的に決定します。 顧客は、すべてのサプライヤーに対し、ベターワークを検討し、必要に応じ
て参加することを奨励します。 

D.サプライチェーンのマッピング情報およびトレーサビリティに関する文書

上記(B)項で述べられている強化されたデューディリジェンスには、サプライヤーに対する以下のような要件が含まれる
場合があります。

 1)  顧客に供給される製品のサプライチェーンをマッピングする（つまり、原材料から完成品までのサプライチェー
ン全体を通してサプライヤーを特定する）。

 2)  トレーサビリティに関する文書を提供する（すなわち、発注書、商業送り状、支払い記録、出荷記録、輸出入記
録などの業務過程で作成された文書を通じて、原材料から輸入品までのサプライチェーンを追跡すること）。

サプライチェーン内のいずれかの企業が、顧客によって強化されたデューデリジェンスの対象に選ばれた場合、サプライ
ヤーは、顧客から要求されたすべてのトレーサビリティに関する文書を適時に入手し、顧客に提供する必要があります。

顧客は、本SSCOCへの準拠の確認に必要な場合、追加のサプライチェーン情報およびトレーサビリティに関する文書を
要求することができます。サプライヤーは、その要求に全面的に協力し、指定された製品について、サプライチェーン内の
他の事業体から適時にサプライチェーンに関する情報とトレーサビリティに関する文書を収集するために、最善を尽くす
ものとします。

続く

https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
https://www.responsiblebusiness.org/initiatives/rli/
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付録 IA: リスクのより高い調達国*  

A.背景
この情報は変更される場合があります。付録1Aの最新版はこちらをご覧ください。

 • アルゼンチン

 • ブラジル

 • 中国

 • コートジボワール

 • ガーナ

 • インド

 • インドネシア**

 • 日本**

 • マレーシア

 • ペルー

 • ロシア

 • 韓国**

 • 台湾**

 • タイ

 • ベトナム
 
*  本付録の情報は、信頼できるNGO、および世界奴隷制指標を含む強制労働のリスクを詳述したその他の情報源に基づいています。記載され

ている国のいずれかに所在するサプライヤーは、自動的に強化されたデューデリジェンスの対象となるサプライヤーにはならないことにご
注意ください。同様に、このリストに含まれていない他の国に所在するサプライヤーも、供給される製品やその他の要因に基づいて、強化さ
れたデューデリジェンスの対象となる場合があります。

** 魚または魚製品のみについてリスクがより高いと特定された国を示しています。

https://www.taiamerica.com/supplier-code-of-conduct/
https://www.walkfree.org/global-slavery-index/
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付録 IB:リスクのより高い製品  

A.背景

この情報は変更される場合があります。付録の最新版はこちらをご覧ください。

以下の製品、または以下の材料や製品のいずれかを含む製品のサプライヤーは、強化されたデューデリジェンスを求めら
れる場合があります。

 • アルミニウム*

 • バッテリー — 電気自動車(EV)バッテリーを含む

 • コバルト*

 • ココア

 • コットン

 • エレクトロニクス

 • 魚

 • 衣類/アパレル

 • リチウム* 

 • パーム油

 • ポリシリコンを含むシリカ系製品

 • スチール

 • 水酸化ナトリウム (灰汁または苛性ソーダ)

 • 木材

 • タイヤ(ゴム)

 
さらに、電気自動車(EV)用バッテリーまたはその副資材のサプライヤーは、製品または材料に重要鉱物(上記*印で記載) 
が含まれている場合、より強化されたデューデリジェンスを求められる場合があります。重要鉱物には以下が含まれます
が、これらに限定されません。

 • グラファイト

 • マグネシウム

 • マンガン

 • ニッケル

 • タンタル

 • ブリキ

 • タングステン

 • 亜鉛

 • ジルコニウム

 
重要鉱物の全リストは、こちらからご覧いただけます。

 

https://www.taiamerica.com/supplier-code-of-conduct/
https://www.iea.org/policies/15271-final-list-of-critical-minerals-2022?s=1

